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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

１ はじめに 

1-1 景観とは 

1-1-1 景観の考え方 

 「景観」とは、山や川といった目に見える景色や風景などを表す「景」と、それを見る人の

価値観を表す「観」が合わさってできた言葉です。 

景観は、樹林地や河川、丘陵地といった自然的な要素や、道路や公園、田畑、建物といった

人工的な要素に対して、日常の生活や都市活動など人の営みが加わって構成されています。

私たちが日々目にしている景観は、地域の自然や風土だけではなく、これまでの歴史や社会・

文化の変化が永い間積み重ねられてできたものです。 

 魅力ある景観とは、それを見る人々がそれぞれ「美しい」「すばらしい」と感じ、「守りた

い」「ずっと残していきたい」と思える風景といえます。多くの人がそのように感じることで、

地域の風土や歴史、都市活動から成り立つ「景観」に価値が生まれます。 

 

 

1-1-2 景観づくりの取組み 

 魅力ある景観は、そこに生活する人々、訪れる人々の心を豊かにします。地域らしさのあ

る自然環境やまちなみを守り育む、また新たに生み出すことで、人々の地域への誇りや愛着

をいっそう育てるとともに、より良いまちを次世代に引き継いでいくことができます。 

これまで市でも公共空間の整備やまちづくりを進めてきましたが、良好な景観を守り育む

ためには、行政だけでなく市民の皆さんや事業者と一緒に景観づくりを進めていくことが大

切です。本ガイドラインで定義する、景観の領域は、都市空間を土地の所有関係から捉え、

道路や河川、公園などの「公共空間」と、民間の建築物などが立地する「民有空間」に大別

し、そのうち公共空間から通常望見できる範囲を「公共的空間」とし、この「公共的空間」と

「公共空間」を景観の領域とし、地域で生活する市民の皆さんや、市内で事業を行う方にも、

身近なところから景観づくりに取組んでもらうことで、よりいっそう魅力ある景観を保って

いくことができます。 
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1-2 ガイドライン策定の目的 

本市の新鎌ケ谷駅・鎌ケ谷駅・初富駅を中心とした商業施設・高層マンションなどが集積

する中心市街地では、市の「顔」としての景観の形成が進むとともに、市南東部などには低

層戸建住宅が建ち並んでおり、市北部及び西部には梨園を中心とした農地や緑豊かな自然環

境が広がるなど、地域それぞれに魅力ある景観を有しています。 

こうした中で、市の中心となる新鎌ケ谷地区では、平成 17年に「新鎌ケ谷地区タウンガイ

ド」を策定し、都市計画法・地区計画による建築物の用途や最低敷地面積、壁面の位置など

の規定や、地区の住民と一緒に検討した街並み景観誘導方針などを定め、にぎわいのある中

心市街地の景観まちづくりを行ってきました。 

こうした取組みをもとに、新鎌ケ谷地区だけでなく市全域で魅力ある景観を維持し、市民

と事業者と行政とが一体となって鎌ケ谷らしい景観形成に積極的に取組んでいくため、平成

26年 3月に景観法に基づく「鎌ケ谷市景観計画」を策定しました。 

本書「鎌ケ谷市景観ガイドライン」は、景観計画に定める「良好な景観の形成のための行

為の制限」などに関する内容について、図や写真、事例などを用いて市民・事業者の皆さん

にわかりやすく解説することで、景観・まちなみ形成への理解を深めるとともに、届出が必

要な建築物などを計画する際の参考として活用していただくことを目的に策定するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鎌ケ谷市景観計画（H26.3） 

鎌ケ谷市景観条例・ 

施行規則(H27.7) 

 

鎌ケ谷市景観 

ガイドライン（本書） 

新鎌ケ谷地区 

タウンガイド（H17.6） 

連携 

上位計画 

・千葉県良好な景観の形成に 
関する基本方針 

・鎌ケ谷市基本計画 

・鎌ケ谷市都市計画 
マスタープラン       等 

関連計画 

・鎌ケ谷市環境基本計画 

・鎌ケ谷市緑の基本計画 

・鎌ケ谷市中心市街地活性化 
基本計画          等 

景観法（H16） 
整合 

整合 

解説 

一部 
移行 
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

 

1-3 ガイドラインの構成 

本ガイドラインの構成は、以下のようになっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１．はじめに 

２．鎌ケ谷市の 

景観形成 

３．届出の手引き 

４．景観形成 

基準の解説 

●景観・景観づくりの役割を示します 

●ガイドライン策定の背景や目的、全体像を示します 

●景観計画に基づく景観形成の基本目標、方針を記載し、市の景観

づくりの方向性を示します 

●景観計画区域、ゾーンの区別、景観重点地区の考え方とそれぞれ

の景観形成方針を示します 

●届出が必要となる行為、規模について解説します 

●景観法・景観条例に基づく届出や事前協議に必要な手続きの流

れ、日数等について解説します 

●各景観形成基準について、基準の考え方やねらい、具体的な取組

み例をイラストや写真を用いて解説します 

P.1 

P.4 

P.9 

P.12 
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２ 鎌ケ谷市の景観形成 

2-1 景観形成の基本的な考え方 

景観づくりを考えていくためには、普段の暮らしの中で何気なく目にしている風景やまち

なみを意識し、景観やまちなみづくりに関心をもつことから始まります。また、一人ひとり

がそれぞれに取組むのではなく、市や市民、事業者が一体となってより魅力ある景観づくり

を行うために、まずは市が目指す景観づくりの将来像を共有することが大切です。 

本章では、市が目指す景観の将来像と基本目標、景観計画に基づく地域ごとの景観づくり

の取組みの方向性について示します。 

 

2-2 景観形成の基本目標 

 

 

 

 

 

地形を活かし生命をはぐくむ景観づくり 

●下総台地の地形を活かした景観を形成する 

●市街地に残る樹林や谷津を活かし、市民が身近に感じられる自然景観を形成する 

●水と緑を守り、人と多様な生物が共生できる持続可能な自然環境を形成する 
 

まちの記憶を継承する景観づくり 

●地域に眠る歴史・文化資源に光を当てて価値付けし、 

保全、継承を通じて景観を形成する 

●地域の歴史的な趣を際立たせる資源を活かして、まちなみ景観を形成する 

●地域の文脈※を継承した歴史的なまちなみ景観を形成する 

（※地域の文脈：地域の自然環境や生活の営みの中で積み重なり、受け継がれてきた文化や資源を表しています） 

 

ゆとりと安らぎを感じる景観づくり 

●ゆとりある土地利用を促し、愛着が持てるまちなみ景観を形成する 

●積極的な敷地内の緑化によるうるおいと安らぎのある住宅地景観を形成する 

●農地や市街地等の周囲の景観との調和に配慮したまちなみ景観を形成する 
 

にぎわいある地域を創出する景観づくり 

●地域の特性と位置付けに応じた商業・業務地の景観を形成する 

●本市の「顔」にふさわしい駅前景観を形成する 

●賑わいの中にも秩序だった品格と落ち着きの感じられる沿道景観を形成する  

１ 
自然系 

２ 
歴史系 

３ 
生活系 

４ 
産業系 

下総台地にはぐくまれた、 

緑豊かな住みたくなるまち 鎌ケ谷 
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

 

2-3 景観計画区域を構成するゾーン 

鎌ケ谷市景観計画では、市全体での景観づくりを一体的に進めていくため、市全域を景観

計画の区域としています。 

さらに、市内には商業施設や事務所ビルなどが建ち並ぶ中心市街地の地域、戸建住宅が建

ち並ぶ閑静な地域、豊かな自然や農地が広がる地域など、それぞれの地域のまとまりに特色

ある景観がみられます。このため、市の良好な景観づくりに向けては、以下の通り景観計画

区域を構成するゾーンを３区分に設定し、各地域の個性ある土地利用や環境を活かした景観

形成に取組んでいきます。 

 

■景観計画区域を構成するゾーン 

  

  

景観計画区域（市全域） 

 

 

豊かな自然と 

農地が広がるゾーン 

みどり・うるおい共生ゾーン 
 

低層戸建住宅を中心に 

市民の生活空間を形成するゾーン 

 

暮らし・やすらぎ共感ゾーン 

 

商業・業務施設が集積し 

市の顔となるゾーン 

 

市街地・にぎわい共有ゾーン 

 

「新鎌ケ谷タウンガイド」を引き継ぎ、 

中心市街地のにぎわいを形成する地区 

 

新鎌ケ谷地区（景観重点地区） 

 



 

 

6 

 

2-4 ゾーン別の景観形成方針 

前項で示した景観計画区域を構成する３つのゾーンでは、それぞれ景観形成方針を次の通

り定めています。各ゾーンでは、地域の特性を活かしたきめ細かな景観づくりを目指すとと

もに、隣接するゾーンや周辺地域と調和した景観形成に取組みます。 

 

 
 

ゾーンの特徴 

 新鎌ケ谷駅、東武鎌ケ谷駅を中心とする商業地と、そ

れらをつなぐ道路沿道の地域。公共施設や大規模商業

施設が立地する地域と、小規模な店舗や兼用住宅など

が立地する地域があり、それぞれ特徴的な産業のにぎわ

いが感じられる、市の「顔」となるゾーン。 

 

ゾーンの景観形成方針 

● まちなみに四季の彩りを添える緑豊かな自然景観を形成する 

● 地域の歴史的な文脈※に光を当てた歴史景観を形成する 

● 歩いて楽しい生活景観を形成する 

● 市の「顔」にふさわしい品格のある産業景観を形成する 

（※歴史的な文脈：地域の自然環境や生活の営みの中で積み重なり、受け継がれてきた文化や資源を表しています） 

 

 
 

ゾーンの特徴 

 低層の戸建住宅が建ち並ぶとともに、屋敷林や樹林地

などの緑地、主要道路沿道には小規模な商業店舗や事

務所もみられ、様々な要素が混在する地域。ゆとりある

住環境と、緑のうるおいが同居するゾーン。 

 

ゾーンの景観形成方針 

● 地域に残る貴重な緑を活かした自然景観を形成する 

● 地域の文化を物語る資源を活かした歴史景観を形成する 

● ゆとりとうるおいに満ちた、いつまでも住み続けたくなる生活景観を形成する 

● 賑わいの中にも暮らしの場と調和した落ち着きの感じられる産業景観を形成する 

  

市街地・にぎわい共有ゾーン 

 

暮らし・やすらぎ共感ゾーン 
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

 

 
 

ゾーンの特徴 

 住宅は多くないものの、梨園を中心とした農地が広がり、

農家の住宅などが立地する地域。樹林地や谷津の特徴

的な地形、河川や湧水地がみられ、多様な生物が生息

する環境が残る、緑と水の豊かな自然が広がるゾーン。 

 

ゾーンの景観形成方針 

● 多様な生物が生息する、親しみの持てる自然景観を形成する 

● 水と緑の自然と調和した歴史景観を形成する 

● 心落ち着き、安らぎの感じられる生活景観を形成する 

● 周囲の自然や生活の場と調和した産業景観を形成する 

 

  

みどり・うるおい共生ゾーン 

 



 

 

8 

 

2-5 景観重点地区 

景観重点地区とは、景観計画区域内でもさらに景観形成に積極的に取り組んでいく地区を

指定するものです。鎌ケ谷市景観計画では、新鎌ケ谷地区を景観重点地区に定めています。 

 

地区の特徴 

 新鎌ケ谷駅を中心とした商業・業務の中心市街地とそ

の周辺の住宅地を含む地域で、土地区画整理事業が完

了し、大規模商業施設などの建設が進み、賑わい景観

が形成されつつある。 

 景観計画策定以前まで活用されてきた「新鎌ケ谷タウ

ンガイド」のまちづくりの目標を踏襲し、更ににぎわいや都

市のうるおい、癒しの感じられるまちづくりを進める。 

 
 

景観形成の目標 
 

 
 

景観形成の方針 
 

魅せる 

デザイン 

①統一感のある個性的ないろどりをして、新鎌ケ谷駅前の街区を強く印象づける

都市的な空間をつくります。 

②駐車場や駐輪場が殺風景とならないように、積極的な修景を施して景観を向

上させます。 

③商業施設等の荷捌き場は、並んでいるトラックやダンボール等が摘まれた味

気ない景観が直接見えないよう、配置を工夫したり、修景等を施し景観の向

上を図ります。 

楽しませる 

デザイン 

④表通りに面する建築物の低層階では、個々の店舗から楽しい雰囲気が現れる

ように工夫して、街のにぎやかさを醸し出します。 

⑤住居系の建物のベランダ・バルコニーでは、洗濯物等が乱雑に見えたり、雑然

とした利用が行われないように工夫します。 

⑥建物の意匠や周囲の環境と調和するように、適切なコントロールによって看

板・広告の氾濫を抑えます。 

人にやさしい 

デザイン 

⑦敷地のすべてを私的な空間として理由するのではなく、歩道と一体的なゆとり

のある屋外空間を生み出して、人々が溜まり、様々な屋外活動を行えるように

します。 

⑧夏の日差しを避けたり、買物客が一息つくことのできる屋外空間をつくり、街の

魅力や回遊性を高めます。 

⑨緑の濃いうるおいのある景観をつくるため、平面的な緑化だけではなく、立体

的な緑化も併せて行います。 
 

人を呼び込み、文化を育む新鎌ケ谷地区 
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

３ 届出の手引き 

3-1 届出手続きの流れ 

次項に示す届出が必要な行為を行う場合は、以下の図に示す手順に沿って、市長への届出

及び事前協議をする必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※条例：鎌ケ谷市景観条例 （P.46参照） 

※規則：鎌ケ谷市景観条例施行規則（P.52参照） 

  

計画の検討開始 

事前協議 

届出 

建築確認申請 ・ 開発行為許可申請 

行為の着手 

完了の届出 

 届出対象行為に 

  該当する場合 

 

 

 

 景観形成基準に 

 適合 

事前協議・届出不要 
該当しない場合 

景観アドバイザーの 

意見聴取 助言・指導 

景観審議会の 

意見聴取 勧告・命令 

 

 

P.10 

P.12 

第１号様式 

第３号様式 

第６号様式 

条例第 5 条 

法第 16 条第 1

項 

都市計画法第 29 条第 1 項・ 

建築基準法第 6 条第 1 項の 
確認申請が必要な場合 

条例第 10 条 

※計画の中止をする場合も届出 

変更 

第４号様式 

計画の変更を 

する場合 

規則第 5 条第 2 項 

届出の 

30 日前まで 

条例第 5 条第 2

項 

 

着手・申請等の 

30 日前まで 

規則第 5 条第 3 

 

条例第 6 条第 2 項 

条例第 6 条 

法第 16 条第 3 項 

法第17 条第1 項、第5 項 

条例第 11 条 
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3-2 届出の対象となる行為及び規模 

景観計画の区域内において、次の行為を行おうとした場合は、次章で示す景観形成基準に

整合を図り、景観法に基づく届出をする必要があります。届出の対象となる行為及び規模は、

以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ●：どちらにも該当するもの ○：いずれかに該当するもの が届出の対象となります。 

※ 建築物の高さは「地盤面から建築物の最高高さ」までを指します。 

※ 架空電線路用並びに電気事業法２条第１項第１０号に規定する電気事業者及び同行第１２号に規定する卸供

給事業者の保守通信設備用のもの並びに電気通信事業法第２条第５項に規定する電気通信事業者の電気通信

用のものを除きます。  

暮らし・やすらぎ
共感ゾーン

近隣商業地域
商業地域

第一種低層住居専用地域

○高さ＞13m
○建築面積＞300㎡

○建築面積＞200㎡

○増築後の高さ＞13m
○増築後の建築面積＞300㎡
　かつ増築部分＞150㎡

○増築後の建築面積＞200㎡
　かつ増築部分＞100㎡

●高さ＞13m　または
　建築面積＞300㎡
●変更面積＞見付面積の1/2

●建築面積＞200㎡
●変更面積＞見付面積の1/2

※色彩の変更を伴う場合 ○変更面積＞見付面積の1/10 ○変更面積＞見付面積の1/20

煙突、高架水槽、サイロ、物見塔その他
これらに類するもの

装飾塔、記念塔その他これらに類するも
の（広告塔、広告板を除く）

昇降機、ウォーターシュート、メリーゴーラ
ウンドその他これらに類するもの

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設その他こ
れらに類するもの

自動車車庫の用途に供するもの

鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その
他これらに類するもの

擁壁その他これらに類するもの

高架鉄道、こ線橋その他これらに類する
もの

⑤屋外における土石、廃棄物、
　再生資源その他の物件の堆積

③開発行為

④木竹の伐採

Ｃ. 外壁を変更することとなる修繕
　 若しくは模様替又は色彩の変更

○高さ＞13m
○建築物と一体となって
　設置されるものは
　工作物の高さ＞5m、　かつ
　地盤面から工作物の
　上端までの高さ＞13m
○築造面積＞300㎡

○築造面積＞200㎡

Ａ. 新築・改築・移転

市街地・にぎわい
共有ゾーン

Ｃ. 外壁を変更することとなる修繕
　 若しくは模様替又は色彩の変更

Ｂ. 増築

②
工
作
物
の
新
築
等

①
建
築
物
の
新
築
等

Ｂ. 増築

Ａ
.

新
設
・
改
築
・
移
転 ○高さ＞15m

○高さ＞2m

○高さ＞5m

○築造後の規模＞新設・改築・移転に定める規模

○築造後の規模＞新設・改築・移転に定める規模
　かつ　変更面積＞見付面積の1/2
○色彩の変更を伴う場合　変更面積＞見付面積1/20

○開発面積≧500㎡

○伐採面積≧500㎡

●堆積面積≧500㎡　または　堆積高さ≧5m
●60日以上継続して堆積するもの
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

  

見付面積 

建築物や工作物を正面から見た時に見える面積

のこと（鉛直投影面積） 

暮らし・やすらぎ
共感ゾーン

重点地区

第一種中高層住居専用地域
第一種住居地域／第二種住居地域

準住居地域／近隣商業地域
準工業地域

市街化調整区域 新鎌ケ谷地区

○高さ＞13m
○建築面積＞300㎡

○高さ＞10m
○建築面積＞200㎡

○増築後の高さ＞13m
○増築後の建築面積＞300㎡
　 かつ増築部分＞150㎡

○増築後の高さ＞10m
○増築後の建築面積＞200㎡
　 かつ増築部分＞100㎡

●高さ＞13m　または
　 建築面積＞300㎡
●変更面積＞見付面積の1/2

●高さ＞10m　または
　 建築面積＞200㎡
●変更面積＞見付面積の1/2

○変更面積＞見付面積の1/20 ○変更面積＞見付面積の1/20

○伐採面積≧500㎡

○高さ＞15m

○高さ＞2m

○高さ＞5m

○築造後の規模＞新設・改築・移転に定める規模

○築造後の規模＞新設・改築・移転に定める規模　かつ　変更面積＞見付面積の1/2
○色彩の変更を伴う場合　変更面積＞見付面積1/20

○開発面積≧500㎡

●堆積面積≧500㎡　または　堆積高さ≧5m
●60日以上継続して堆積するもの

○高さ＞10m
○建築物と一体となって
　 設置されるものは
　 工作物の高さ＞5m、　かつ
　 地盤面から工作物の
　 上端までの高さ＞10m
○築造面積＞200㎡

みどり・うるおい
共生ゾーン

全
て
の
行
為

全
て
の
行
為

○高さ＞13m
○建築物と一体となって
　 設置されるものは
　 工作物の高さ＞5m、　かつ
　 地盤面から工作物の
　 上端までの高さ＞13m
○築造面積＞300㎡
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４ 景観形成基準の解説 

 本章では、鎌ケ谷市景観計画で定められている景観形成基準について、内容の解説を行い

ます。 

景観形成基準は「建築物の新築等」「工作物の新築等」「開発行為」「木竹の伐採」「屋外にお

ける土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積」の各項目について、届出対象行為となる

基準が定められています。解説にあたっては、基準のとらえ方や配慮すべき事項、取り組み

の事例について紹介しています。 

 建築物や工作物の新築などの際には、ガイドラインの解説をもとに、各ゾーンの方針や特

徴を踏まえた景観づくりに取り組みましょう。 

 

＜解説頁の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

  

基準をイラストで図解 

景観形成基準の項目 

景観形成基準の内容 

基準が適用されるゾーン 

基準が適用されないゾーン 

市街地： 市街地・にぎわい共有ゾーン 

暮 ら し： 暮らし・やすらぎ共感ゾーン 

み ど り ： みどり・うるおい共生ゾーン 

  ゾーン名 

  ゾーン名 

イラストの内容を説明 基準のねらい、 

具体的な取組み内容 
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

4-1 建築物の新築等 

表 景観形成基準 

 

  

ゾーン 重点 掲載

市街地 暮らし みどり 地区 頁

A-1 道路等の公共空間側は可能な限り後退させてゆとり を設けるよ

う 努める。
● ● ー ● 15

A-2 隣接して建つ建築物が近い位置にある場合は、 まちなみの連続

性を損なう ことのないよう 、 建築物の壁面の位置を隣り合う 建
築物の壁面位置に可能な限り揃えるよう 努める。

● ● ー ● 15

A-3 周囲に圧迫感を与えない配置に努める。 ● ● ー ● 16

A-4 現地形や既存樹木等を活かした配置に努める。 ー ● ● ー 16

A-5 新鎌通り沿いに荷捌き場は設置せず、 建築物の側面や裏側等の

目立たない位置に設置し 、 目立たないよう 植栽等で修景するよ
う 努める。

ー ー ー ● 17

B-1 周囲の建築物との連続性を保つよう 努める。 ● ● ー ● 18

B-2 建築物の高さを可能な限り抑え、 周囲の自然景観との調和に努
める。

ー ー ● ー 18

C-1 鉄道駅周囲に建つ建築物は、 外壁に質の高い素材を用いるなど

して本市の「 顔」 にふさわしい景観を形成するよう 努める。
● ー ー ● 19

C-2 周囲の建築物の形態意匠やまちなみ全体の趣との調和や統一感
を図るよう 努める。

● ● ー ● 19

C-3 商業地においては、 道路沿いの1階店舗等の外観を工夫し 、 賑

わいの創出に努める。
● ● ー ー 20

C-4 周囲のまちなみや自然景観との調和に配慮し 、 周囲に圧迫感を

与えないよう に努める。
● ● ● ー 20

C-5 新鎌通り沿いの1～2階は開放的な開口部でにぎわいをもたせる
よう 努める。 建物の用途や機能上大壁面となる場合はデザイン

や緑化等で工夫する。

ー ー ー ● 21

C-6 新鎌通りや幹線道路沿道は、 物干しや室外機・ 収蔵庫等によっ
てベランダやバルコニーが乱雑にならないよう 努める。

ー ー ー ● 21

D-1 建築物の外壁や屋根に、 彩度の高い派手な色彩は用いない。 使

用する色彩は、 以下のマンセル表色系に示す範囲とする。

・ 色相が0. 1R～10YRを用いる場合は、 彩度6. 0以下とする。

・ 色相が0. 1Y～10Yを用いる場合は、 彩度4. 0以下とする。

・ 上記以外の色相を用いる場合は、 彩度2. 0以下とする。

・ ただし 、 自然石、 木材及びガラス等の素材本来が有する色彩の

場合、 また見付面積※の10%以下の範囲で用いる場合（ アクセ
ント 色） は、 この限りではない。

D-2 建築物の外壁や屋根に、 彩度の高い派手な色彩は用いない。 使

用する色彩は、 以下のマンセル表色系に示す範囲とする。

・ 色相が0. 1R～10YRを用いる場合は、 彩度4. 0以下とする。

・ 色相が0. 1Y～10Yを用いる場合は、 彩度4. 0以下とする。

・ 上記以外の色相を用いる場合は、 彩度2. 0以下とする。

・ ただし 、 自然石、 木材及びガラス等の素材本来が有する色彩の
場合、 また見付面積※の5%以下の範囲で用いる場合（ アクセン

ト 色） は、 この限りではない。

● ● ー 22

Ｄ

色
彩

ー 22ー ー●

ー

景観形成基準項目

Ａ

配

置

Ｂ

高
さ

Ｃ
形

態
・

素
材

市街地：市街地・にぎわい共有ゾーン 

暮らし：暮らし・やすらぎ共感ゾーン 
みどり：みどり・うるおい共生ゾーン 
重点地区：新鎌ケ谷景観重点地区 
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※見付面積：建築物の各面を正面から見た時に見える面積（鉛直投影面積）。P.11の図参照 

※鎌ケ谷市景観計画 P.48～49,55～56参照 

※無彩色（白、グレー）とは、N6.0以上とする。  

ゾーン 重点 掲載

市街地 暮らし みどり 地区 頁

D-3 外壁の大部分を占める色はベージュ系の色彩にするよう 努め

る。
ー ー ー ● 23

D-4 使用する色彩は、 以下のマンセル表色系に示す範囲とする。

・ 色相は0. 1R～10Yとする。

・ 明度は6. 0以上、 彩度は6. 0以下とする。

・ ただし 、 一戸建て住宅のみ無彩色（ 白、 グレー） を含む。

D-5 建物低層部（ ２ 階まで） の窓枠やフード など小面積に利用する

色は建物のアクセント となるよう 、 華やかさを演出した色彩と

するよう 努める。

ー ー ー ● 23

D-6 建築物の低層部（ 2階以下） においては、 見付面積※の10％以

下の面積に限り 、 彩度が極端に高い色彩を除いたアクセント カ

ラーを用いることができる。

ー ー ー ● 23

D-7 自然石、 木材、 ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、 上記

基準の限りではない。
ー ー ー ● 24

D-8 勾配屋根は外壁の大部分を占める色との調和に配慮し 、 明度、

彩度を抑えた色調とするよう 努める。
ー ー ー ● 24

E-1 室外機や配管設備等は、 道路等の公共空間から見えにく い位置

に設置するよう 努める。
● ● ● ー 26

E-2 室外機や配管設備等が道路等の公共空間からやむを得ず見える

場合は、 建築物外観と調和した色彩や囲い、 緑化等により 、 見

えにく く するよう 努める。

● ー ー ー 26

E-3 室外機や配管設備等を、 建築物外観と調和した色彩にしたり 、

囲いを設けたり 、 また緑化等により公共空間から見えにく く す

るよう 努める。

ー ー ー ● 26

F-1 道路等の公共空間側への塀や柵の設置は避け、 開放的な空間の

創出に努める。
● ー ー ー 27

F-2 道路等の公共空間側には、 樹木や草花により植栽を施すよう 努

める。
● ● ● ー 27

F-3 建築物の入口周りには植栽を施し 、 豊かな緑の市街地景観の形

成に努める。
ー ー ー ● 28

F-4 道路等の公共空間側に設ける植栽の高さには変化を設けて、 奥

行の感じられる景観の演出に努める。
ー ー ー ● 28

F-5 建築物と一体となった壁面緑化や屋上緑化に努める。 ー ー ー ● 29

F-6 大規模な駐車場では、 その外周や敷地内等で緑化に努める。 ● ● ● ー 29

F-7 駐車場・ 駐輪場では、 その外周や敷地内等で緑化に努める。 ー ー ー ● 29

F-8 歩道に接する敷地の外構は、 舗装の素材、 色彩の統一性を図

り 、 公共空間側との段差のないよう に努める。
ー ー ー ● 30

Ｇ

そ

の

他

G-1 夜間でもにぎわいのある街を演出するために、 樹木や建物のラ

イト アッ プ、 ショ ーウィ ンド ウを設ける等工夫するよう 努め

る。

ー ー ー ● 31

Ｄ

色

彩

ー

Ｅ

建

築

設

備

Ｆ

外

構

・

緑

化

ー

項目 景観形成基準

ー ● 23
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

 

 

Ａ 配置 

 

 

A-1 道路等の公共空間側は可能な限り後退させてゆとりを設けるよう努める。 

 

 
 

○道路に接して建築物が建ち並ぶと、道路を通行

する自動車、歩行者に対して圧迫感を与えるこ

とがあります。 

○建築物などは敷地境界から壁面後退して、前面

にゆとりをもった空間を設けるようにしましょ

う。 

 

 

 

 

 

 

A-2 隣接して建つ建築物が近い位置にある場合は、まちなみの連続性を損なうことのな

いよう、建築物の壁面の位置を隣り合う建築物の壁面位置に可能な限り揃えるよう

努める。 

 

 
 

○隣り合った建物の壁面が不揃いになっていると、

連続性に欠け、でこぼこした印象のまちなみに

なってしまいます。 

○隣接する建物との距離が近い場合は、壁面の位

置を可能な限り揃え、秩序あるまちなみとなる

よう工夫しましょう。 

○敷地の制限や建築物の形態上難しい場合は、隣

接地に揃えて植栽を設けるなどの工夫も考えら

れます。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.48,55 参照 

景観計画 P.48,55 参照 

建築物は敷地境界から後退し、前面にゆとり
を設ける 

隣接する建築物と、壁面の位置を揃える 
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A-3 周囲に圧迫感を与えない配置に努める。 

 

 
 

○道路や隣接地に接近して建築物が建ち並ぶと、

道路を通行する自動車や歩行者、隣接地に対し

て圧迫感を与えるおそれがあります。 

○建築物は道路や敷地境界から壁面後退する、隣

接地と密接しない形態とするなど、周囲のまち

なみになじむ配置となるよう工夫しましょう。 

 

 

 

 

 
 

 

A-4 現地形や既存樹木等を活かした配置に努める。 

 

 
 

○地域に元々残っている地形や樹木などの自然資

源は、地域固有の景観をつくりだす要素であり、

地域に対して一層の魅力や親しみをもたらして

くれます。 

○敷地内や近隣に特徴ある地形や樹木などの資源

がある場合は、本来のすがたのまま保全できる

よう建物の配置を工夫するとともに、公共空間

から眺望できるよう配慮しましょう。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.48,55 参照 

景観計画 P.48 参照 

建築物は敷地境界から後退する、隣接する
建築物と密接しないなど工夫する 

特徴ある地形や樹木は、本来のすがたのまま
活かすよう工夫する 
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鎌ケ谷市 景観ガイドライン 

 

 

 

A-5 新鎌通り沿いに荷捌き場は設置せず、建築物の側面や裏側等の目立たない位置に設

置し、目立たないよう植栽等で修景するよう努める。 

 

 
 

○荷捌きなどの作業のための場所は、周辺に大型

車両が停車したり、味気ない段ボールが積み上

げられていたりと、沿道の連続性や親しみとに

ぎわいのある景観を遮るおそれがあります。 

○商業の活気や人の賑わいが集積する、地区の骨

格である新鎌通りに面しては荷捌き場は設置せ

ず、建物の側面や裏側に設けるよう配置を工夫

しましょう。 

○建物の側面や裏側であっても、出入口などは植

栽や目隠しなどで修景し、周辺の公共空間から

望見する場合にもまちのうるおいや連続性が感

じられるよう配慮しましょう。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.55 参照 

荷捌き場は新鎌通りの内側に設置し、植栽な
どで修景する 
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Ｂ 高さ 

 

 

B-1 周囲の建築物との連続性を保つよう努める。 

 

 
 

○建築物がそれぞれ自由にばらばらな高さで建ち

並ぶと、無秩序ででこぼこした印象のまちなみ

になるおそれがあります。 

○建築物の高さは、周辺の建築物から突出した高

さにしない、隣接する建築物に合わせるなど、

整ったまちなみとなるよう配慮しましょう。 

 

 

 

 

 

 

B-2 建築物の高さを可能な限り抑え、周囲の自然景観との調和に努める。 

 

 
 

○低層の住宅や自然環境が多い地域では、高さの

ある建築物は周囲の景観から突出した印象とな

るおそれがあります。 

○建築物はできるだけ低層とし、周辺の建築物や

景観との連続性を損なわないようにするととも

に、周囲のまちなみへの眺望を確保するよう配

慮しましょう。 

 

 

 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.48 参照 

景観計画 P.48,55 参照 

建築物の高さは、隣接する建築物に合わせ、
突出した高さにしない 

建築物はできるだけ低層にし、周辺の景観と
の連続性を持たせる 
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Ｃ 形態・素材 

 

 

C-1 鉄道駅周囲に建つ建築物は、外壁に質の高い素材を用いるなどして本市の「顔」に

ふさわしい景観を形成するよう努める。 

 

 
 

○鉄道駅は日夜大勢の人が行きかう場所であり、

周辺の建築物はそうした人々の目に常に触れ、

市の景観の一部となるものです。 

○鉄道駅周辺の建築物には、趣のある伝統素材や

自然素材やを使用するなど、品格ある外観とな

るよう工夫するとともに、汚れや劣化の補修な

どメンテナンスにも配慮しましょう。 

 

 

 

 

 

C-2 周囲の建築物の形態意匠やまちなみ全体の趣との調和や統一感を図るよう努める。 

 

 
 

○景観はひとつの建築物だけではなく、周辺の建

築物や工作物、自然の環境が混ざり合って成り

立っているものです。 

○建築物を計画する際には、周辺の建築物やまち

なみ全体の連続性、デザインの特徴を充分に理

解し、まちなみの一部にふさわしい建築物とな

るよう、周辺との調和に配慮しましょう。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.48,55 参照 

景観計画 P.48,55 参照 

伝統素材や自然素材を使用し、品格ある外
観とする 

屋根の形態を周辺の建築物に揃える 



 

 

20 

 

 

 

 

C-3 商業地においては、道路沿いの 1 階店舗等の外観を工夫し、賑わいの創出に努め

る。 

 

 
 

○商業施設が集まる場所は、買物や娯楽のため、

近隣だけでなく市内外から様々な人が訪れる場

所でもあります。 

○通りに面した建築物の 1 階部分では、店舗の中

の様子を伺うことができるようショーウィンド

ウや開口部を広く設ける、店舗の店先で人が立

ち止まれるスペースをつくるなど、人通りとに

ぎわいを演出するよう工夫しましょう。 

 

 

 
 

 

C-4 周囲のまちなみや自然景観との調和に配慮し、周囲に圧迫感を与えないように努め

る。 

 

 
 

○景観は建築物や工作物だけでなく、背景となる

自然環境や人々の都市活動などの様々な要素が

混ざり合って成り立っています。 

○建築物を計画する際には、周辺のまちなみはも

ちろん、まちの歴史や自然、周囲のまちなみや

樹木の状況を充分に理解し、まちなみの一部に

ふさわしい建築物となるよう、周辺との調和に

配慮しましょう。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.48 参照 

景観計画 P.48 参照 

商業施設の 1 階店舗等は、開放的にし、にぎ
わいを演出する 

周辺の建築物や自然景観との調和に配慮
し、まちなみの一部にふさわしい建築物とする 
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C-5 新鎌通り沿いの 1～2階は開放的な開口部でにぎわいをもたせるよう努める。建物

の用途や機能上大壁面となる場合はデザインや緑化等で工夫する。 

 

 
 

○新鎌通り沿いには、大型商業施設や公益施設、

集合住宅などの建設が進んでいます。通りに面

した 1,2 階部分には、1 階部分を後退させてオ

ープンスペースを設ける、店舗の開口部を広く

とるなど、通りににぎわいと解放感を感じるこ

とができるよう工夫しましょう。 

○長大な壁面が生じる場合には、色彩や素材を分

節する、間隔に緑を配置するなどの工夫をし、

歩行者の目線から印象が変化するよう工夫しま

しょう。 

 

 

 

C-6 新鎌通りや幹線道路沿道は、物干しや室外機・収蔵庫等によってベランダやバルコ

ニーが乱雑にならないよう努める。 

 

 
 

○幹線道路などからベランダやバルコニーの物干

しや洗濯物、収蔵庫などが見えると、無秩序で

乱雑な印象を与えることがあります。 

○物干しなどは通りから見えない位置に設置する、

洗濯物などが隠れるように手すりのデザインや

高さを工夫するなど、通りの景観に影響を与え

ないよう配慮しましょう。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.55 参照 

景観計画 P.55 参照 

長大な壁面は色彩や緑化で分節し、圧迫感
を軽減する 

ベランダの洗濯物等はできるだけ低く設置し、
通りからの見え方に配慮する 
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Ｄ 色彩 

 

 

D-1 建築物の外壁や屋根に、彩度の高い派手な色彩は用いない。使用する色

彩は、マンセル表色系に示す範囲とする。（P.25別表） 

ただし、自然石、木材及びガラス等の素材本来が有する色彩の場合、ま

た見付面積の 10%以下の範囲で用いる場合（アクセント色）は、この限

りではない。 
 

D-2 建築物の外壁や屋根に、彩度の高い派手な色彩は用いない。使用する色

彩は、マンセル表色系に示す範囲とする。（P.25別表） 

ただし、自然石、木材及びガラス等の素材本来が有する色彩の場合、ま

た見付面積の 5%以下の範囲で用いる場合（アクセント色）は、この限

りではない。 

 

 
 

○建築物は景観を構成する要素の中でも、大規模

で長期にわたり存在するため、その色彩は景観

に大きな印象を与えます。 

○建築物の色彩に派手な色や周辺の建築物や環境

と全く異なる色を用いると、地域のまとまりが

損なわれるおそれがあります。 

○建築物の外壁や屋根に使用する色は、マンセル

表色系に示す範囲の中で、控えめで落ち着きの

ある色彩としましょう。 

○外壁や屋根に石材や木材などの自然由来の素材

を使用する場合は、色彩の値がマンセル表色系

の範囲を超えていても、本来の色彩や質感が十

分に活かされるよう工夫することで使用するこ

とができます。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 

暮らし 

みどり 

景観計画 P.48 参照 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

外壁や屋根の色彩はマンセル表色系の範囲
内で、落ち着いた色彩にする 
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D-3 外壁の大部分を占める色はベージュ系の色彩にするよう努める。 
   

D-4 使用する色彩は、マンセル表色系に示す範囲とする。（P.25別表） 

ただし、一戸建て住宅のみ無彩色（白、グレー）を含む。 

   ※一戸建て住宅以外は無彩色を含まない。 

 
 

○新鎌ケ谷地区は、駅の利用者や買物客など日々

大勢の人が行きかい、市の中心となる場所です。 

○立地する建築物は市内では大規模な商業施設や

集合住宅となることが考えられるため、外壁の

色彩は景観に大きな影響を与えます。 

○建築物の外壁は、ベージュ系のあたたかみや落

ち着きのある色彩を使用し、地区のまとまりを

つくるようにしましょう。 

 

 

 

D-5 建物低層部（２階まで）の窓枠やフードなど小面積に利用する色は建物のアクセン

トとなるよう、華やかさを演出した色彩とするよう努める。 
   

D-6 建築物の低層部（2階以下）においては、見付面積の 10％以下の面積に限り、彩

度が極端に高い色彩を除いたアクセントカラーを用いることができる。 

 

 
 

○建築物の 2 階以下の低層部は、歩行者の目線か

らみて印象に残る部分であり、壁面に少しアク

セントを加えることで、まちなみに変化や個性

をつくることができます。 

○建築物の壁面の一部に、全体の壁面の色とは異

なる強調色を使用することができます。建築物

全体の色彩や配置のバランスを工夫し、必要に

応じて使用しましょう。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.55,56 参照 

景観計画 P.55,56 参照 

外壁の色彩はベージュ系を使用し、地区のま
とまりをつくる 

壁面のアクセント色、窓のフードなどを華やか
な色彩にする 
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D-7 自然石、木材、ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、上記基準の限りではない。 

 

 
 

○アクセント色に石材や木材、ガラスといった自

然由来の素材を使用する場合は、色彩の値がマ

ンセル表色系の範囲を超えていても、本来の色

彩や質感が十分に活かされるよう工夫すること

で使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

D-8 勾配屋根は外壁の大部分を占める色との調和に配慮し、明度、彩度を抑えた色調と

するよう努める。 

 

 
 

○勾配屋根は、壁面と同様に屋根面の面積が大き

く、景観に大きな影響を与える部分です。 

○外壁や周辺の建築物と全く異なる色を用いると、

ひとつの建築物が目立ったり、地域のまとまり

が損なわれたりするおそれがあります。 

○勾配屋根に使用する色は、外壁の色との調和に

配慮し、控えめで落ち着いた色彩としましょう。 

 

 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.56 参照 

景観計画 P.56 参照 

自然由来の素材が本来持つ色彩を活かす 

勾配屋根の色彩は、外壁の色彩との調和に
配慮する 
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建築物・広告物の新築等における色彩の範囲の図 

 建築物の外壁・屋根、工作物に使用できる色彩の範囲は、下図の範囲です。 

 
※この図は、0.1～10の各色相のうち、代表的な色（色相 5.0）を用いて示しています。 

※景観形成基準の詳細は景観計画 P.48～52,56、本書 P.13,14,22,23,32,35を参照してください。 

※本資料は印刷物のため、実際のマンセル値と色彩が異なる場合があります。  

景観重点地区の一戸建て住宅以外 
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Ｅ 建築設備 

 

 

E-1 室外機や配管設備等は、道路等の公共空間から見えにくい位置に設置するよう努め

る。 

 

 
 

○建築物や外構が美しく整えられていても、建築

設備などが目立つように取りつけられていると、

建築物全体や通りの魅力を損ねてしまうことが

あります。 

○室外機や外階段、ごみ置き場などは、計画段階

から建築物の裏側など、公共空間から見えにく

い位置に配置するよう工夫しましょう。 

 

 
 

 

E-2 室外機や配管設備等が道路等の公共空間からやむを得ず見える場合は、

建築物外観と調和した色彩や囲い、緑化等により、見えにくくするよう

努める。 
 

E-3 室外機や配管設備を、建築物外観と調和した色彩にしたり、囲いを設け

たり、また緑化等により公共空間から見えにくくするよう努める。 

 

 
 

○敷地や建築物の都合により、やむを得ず設備機

器などが通りなどから見える場合は、できるだ

け目立たないよう工夫しましょう。 

○外階段や配管設備は壁面と同色にする、室外機

やごみ置き場などはルーバーや植栽で目隠しす

るなど、すっきりとした景観となるよう配慮し

ましょう。 

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 

重点地区 

景観計画 P.49,56 参照 

景観計画 P.49 参照 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

室外機等を通りから見える場所に設置する場
合は、ルーバーや植栽で目隠しする 

室外機等は建築物の裏側に設置する 
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Ｆ 外構・緑化 

 

 

F-1 道路等の公共空間側への塀や柵の設置は避け、開放的な空間の創出に努める。 

 

 
 

○それぞれの敷地の公共空間との境界部分は、私

有地でありながら通りなどからも見られ、景観

の一部となる場所です。 

○閉鎖的な塀や高い柵はまちなみに圧迫感を与え

るおそれがあります。 

○敷地境界にはできるだけ塀や柵は設けず、ゆと

りあるまちなみをつくるよう配慮しましょう。 

 

 

 

 

 

F-2 道路等の公共空間側には、樹木や草花により植栽を施すよう努める。 

 

 
 

○敷地と公共空間との境界は、塀や柵の設置を避

けゆとりある歩行者空間をつくりだしても、そ

れだけでは味気のないものとなってしまいます。 

○公共空間側には、日陰となる樹木や、魅力的な

庭先空間をつくりだす植木や草花、芝生を設け

るなど、うるおいあるまちなみとなるよう配慮

しましょう。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.49 参照 

景観計画 P.49 参照 

公共空間側には塀や柵は設置せず、高さの
低い生垣などで開放的にする 

公共空間側には、生垣や芝生、樹木などで植
栽を設ける 
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F-3 建築物の入口周りには植栽を施し、豊かな緑の市街地景観の形成に努める。 

 

 
 

○建築物の入口は、もっとも人の往来が多く、目

に留まる部分であり、建築物全体の印象を決め

る部分でもあります。 

○建築物の入口は殺風景にせず、植木や鉢植え、

壁面植栽を設けるなど、ひとつひとつの建物で

少しの工夫をし、緑のうるおいが感じられるま

ちなみをつくるよう心がけましょう。 

 

 

 

 

 

F-4 道路等の公共空間側に設ける植栽の高さには変化を設けて、奥行の感じられる景観

の演出に努める。 

 

 
 

○公共空間側に植栽を設けていても、高さがあっ

たり、敷地境界の部分にのみ緑が集中していた

りしては、魅力ある景観の広がりが感じられな

くなってしまいます。 

○公共空間に接する位置は低層の生垣や芝生、奥

側には高さのある植木や樹木を設けるなど、緑

の配置を工夫し、奥行きのあるまちなみをつく

るよう心がけましょう。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.56 参照 

景観計画 P.56 参照 

入口周りに植木や生垣、壁面植栽などの緑を
設ける 

公共空間側に生垣や芝生、敷地の奥側には
植木や樹木を設け、緑の奥行きを演出する 
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F-5 建築物と一体となった壁面緑化や屋上緑化に努める。 

 

 
 

○敷地内外や建築物の周辺に緑を設けることで、

うるおいのあるまちなみをつくることができま

す。 

○敷地境界や空地にゆとりが少ない場合には、建

築物の壁面やプランターにつる性の植物を施す、

バルコニーや屋上に植栽を設けるなど、緑を取

り入れる工夫をしましょう。 

 

 

 

 

 
  

F-6 大規模な駐車場では、その外周や敷地内等で緑化に努める。 
    

F-7 駐車場・駐輪場では、その外周や敷地内等で緑化に努める。 

 

 
 

○大規模な駐車場や駐輪場は、広い敷地や構造が

むき出しのままでは殺風景で無機質に感じたり、

まちなみの連続性を分断したりするおそれがあ

ります。 

○駐車場の周辺には自然素材による塀や樹木を設

け、通りから目立たないよう目隠しを施す、自

動車走行路以外の路面に芝生を施すなどして、

緑のうるおいが感じられるまちなみとなるよう

工夫しましょう。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし 

みどり 

重点地区 

景観計画 P.49,56 参照 

景観計画 P.56 参照 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

建築物に壁面緑化や屋上緑化を設け、緑を
取り入れる 

駐車場の周辺には樹木や芝生で緑を取り入
れる 
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F-8 歩道に接する敷地の外構は、舗装の素材、色彩の統一性を図り、公共空間側との段

差のないように努める。 

 

 
 

○それぞれの敷地の公共空間との境界部分は、私

有地でありながら通りなどからも見られ、景観

の一部となる場所です。 

○壁面後退などにより公共空間側に設けられた空

地には、縁石や塀などによる物理的な境界や段

差は避け、舗装や色彩などが公共空間になじむ

よう工夫し、快適で広がりのある歩行空間を演

出するようにしましょう。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.56 参照 

公共空間と敷地の境界は段差や色彩の変化
は設けず、連続性を図る 
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Ｇ その他 

 

 

G-1 夜間でもにぎわいのある街を演出するために、樹木や建物のライトアップ、ショー

ウィンドウを設ける等工夫するよう努める。 

 

 
 

○重点地区周辺は主要駅や幹線道路に近接し、夜

でも人通りの多い地域ですが、店舗のシャッタ

ーが下りたり電気が消えたりすると、まちなみ

に暗がりができてしまいます。 

○夜になっても昼のにぎわいが続くように、店舗

ではショーウィンドウを設ける、入口に照明を

設けるなどして、通りに建物内の暖かみのある

あかりが感じられるよう工夫しましょう。 

○また、樹木や建物、シャッター（シャッターア

ート）などを照らすことで、夜道に安心感をも

たらすことができます。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.56 参照 

ショーウィンドウやライトアップにより、夜でも通り
のにぎわいを演出する 
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4-2 工作物の新設等 

表 景観形成基準 

※見付面積：建築物の各面を正面から見た時に見える面積（鉛直投影面積）。P.11の図参照 

※鎌ケ谷市景観計画 P.50,56参照 

 

  

ゾーン 重点 掲載

市街地 暮らし みどり 地区 頁

Ａ
配
置

A-1 景観の連続性やまとまり を損ねることのないよう 努める。 ● ● ● ● 33

B-1 工作物本来の機能を損ねることのない程度で、 周囲の景観との
調和を図るよう 努める。

● ● ● ● 34

B-2 擁壁は、 形態の工夫や緑化等により 、 威圧感や圧迫感を軽減す
るよう 努める。

● ● ● ● 34

C-1 彩度の高い派手な色彩は用いない。 使用する色彩は、 以下のマ
ンセル表色系に示す範囲とする。

・ 色相が0. 1R～10YRを用いる場合は、 彩度6. 0以下とする。

・ 色相が0. 1Y～10Yを用いる場合は、 彩度4. 0以下とする。

・ 上記以外の色相を用いる場合は、 彩度2. 0以下とする。

・ ただし 、 他法令で定められている場合、 また自然石、 木材及び
ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、 さらには見付面積※
の10％以下の範囲で用いる場合等は、 この限りではない。

C-2 彩度の高い派手な色彩は用いない。 使用する色彩は、 以下のマ
ンセル表色系に示す範囲とする。

・ 色相が0. 1R～10YRを用いる場合は、 彩度4. 0以下とする。

・ 色相が0. 1Y～10Yを用いる場合は、 彩度4. 0以下とする。

・ 上記以外の色相を用いる場合は、 彩度2. 0以下とする。

・ ただし 、 他法令で定められている場合、 また自然石、 木材及び
ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、 さらには見付面積※
の5％以下の範囲で用いる場合等は、 この限りではない。

C-3 建築物の外壁や屋根に、 彩度の高い派手な色彩は用いない。 使
用する色彩は、 以下のマンセル表色系に示す範囲とする。

色相は0. 1R～10Yとする。

明度は6. 0以上、 彩度6. 0以下とする。

・ ただし 、 他法令で定められている場合は、 この限りではない。

C-4
見付面積※の10％以下の面積で用いる場合に限り 、 彩度が極端
に高い色彩を除いたアクセント カラーを用いることができる。

ー ー ー ● 36

C-5
自然石、 木材、 ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、 上記
基準の限りではない。

ー ー ー ● 36

項目 景観形成基準

Ｃ
色
彩

Ｂ
形
態

● ー ー ー

ー ー ー ● 35

35

ー ● ● ー 35

市街地：市街地・にぎわい共有ゾーン 

暮らし：暮らし・やすらぎ共感ゾーン 
みどり：みどり・うるおい共生ゾーン 
重点地区：新鎌ケ谷景観重点地区 
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Ａ 配置 

 

 

A-1 景観の連続性やまとまりを損ねることのないよう努める。 

 

 
 

○工作物は、煙突や自動車車庫、橋梁といった大

規模なものから、門や垣柵、自動販売機など様々

なものを指しますが、これらは建築物と同様に

景観を構成する重要な要素です。 

○工作物は、それぞれの形態や配置、デザイン、

色彩などを工夫し、建築物や工作物、周辺の自

然環境とが一体的なまとまりをもった景観とな

るよう配慮しましょう。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.50,56 参照 

工作物と周辺の建築物や自然景観との高さ
を揃え、連続性に配慮する 
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Ｂ 形態 

 

 

B-1 工作物本来の機能を損ねることのない程度で、周囲の景観との調和を図るよう努め

る。 

 

 
 

○工作物はその機能や役割によって、あらかじめ

想定される規模や大きさがあります。 

○機能に支障のない範囲としつつも、規模や大き

さを抑える、眺望を遮らないよう地形の低い場

所に設置する、シンプルで機能的なデザインな

ど、周辺の景観になじむよう工夫しましょう。 

 

 

 

 

 

 

B-2 擁壁は、形態の工夫や緑化等により、威圧感や圧迫感を軽減するよう努める。 

 

 
 

○長大な擁壁が生じると、周辺の自然環境や景観

の印象が大きく変わってしまうとともに、周囲

に圧迫感を与えることがあります。 

○擁壁が生じる場合は、壁面を後退させて前面に

植栽帯やなだらかな法面を設ける、壁面に自然

素材やつる性植物を施すなど、周囲の地形にな

じむよう配慮しましょう。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.50,56 参照 

景観計画 P.50,56 参照 

工作物の高さは、周辺の建築物等に揃え、突
出した高さにしない 

擁壁は段差や植栽を設けて、圧迫感を軽減
する 
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Ｃ 色彩 

 

 

C-1 彩度の高い派手な色彩は用いない。使用する色彩は、マンセル表色系に

示す範囲とする。（P.25別表） 

ただし、他法令で定められている場合、また自然石、木材及びガラス等

の素材本来が有する色彩の場合、さらには見付面積の 10％以下の範囲で

用いる場合等は、この限りではない。 
 

C-2 彩度の高い派手な色彩は用いない。使用する色彩は、マンセル表色系に

示す範囲とする。（P.25別表） 

ただし、他法令で定められている場合、また自然石、木材及びガラス等

の素材本来が有する色彩の場合、さらには見付面積の 5％以下の範囲で

用いる場合等は、この限りではない。 
 

C-3 建築物の外壁や屋根に、彩度の高い派手な色彩は用いない。使用する色

彩は、マンセル表色系に示す範囲とする。（P.25別表） 

ただし、他法令で定められている場合は、この限りではない。 
 

※色彩の基準の範囲は P.25 建築物の新築等 の項目で示しています。 

 
 

○工作物も建築物と同様に、大規模なものもあり、

長期にわたり存在するため、その色彩は景観に

大きな印象を与えます。 

○工作物の色彩に派手な色や周辺の建築物や環境

と全く異なる色を用いると、地域のまとまりが

損なわれるおそれがあります。 

○工作物に使用する色は、マンセル表色系に示す

範囲の中で、控えめで落ち着きのある色彩とし

ましょう。 

○石材や木材などの自然由来の素材を使用する場

合は、色彩の値がマンセル表色系の範囲を超え

ていても、本来の色彩や質感が十分に活かされ

るよう工夫することで使用することができます。 

○更に新鎌ケ谷地区では、主に R（赤）～Y（黄）

系のうち明度の高い色を使用し、より地域のま

とまりが感じられるよう工夫しましょう。 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 

暮らし 

みどり 

重点地区 

景観計画 P.50,56 参照 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

工作物の色彩はマンセル表色系の範囲内
で、落ち着いた色彩にする 



 

 

36 

 

 

 

 

C-4 見付面積の 10％以下の面積で用いる場合に限り、彩度が極端に高い色彩を除いた

アクセントカラーを用いることができる。 

 

 
 

○工作物は無機質な印象を与えることがあります

が、色彩に少し変化を加えることで、店舗や通

り全体に賑わいや個性をつくることができます。 

○建築物の壁面の一部に、全体の壁面の色とは異

なる強調色を使用することができます。工作物

全体や周辺の建築物との色彩や配置のバランス

を工夫し、必要に応じて使用しましょう。 

○ただし、彩度が極端に高い色や蛍光色など、周

辺から突出して目立つ色は避けるようにしまし

ょう。 

 

 

 

C-5 自然石、木材、ガラス等の素材本来が有する色彩の場合、上記基準の限りではない。 

 

 
 

○アクセント色に石材や木材、ガラスといった自

然由来の素材を使用する場合は、色彩の値がマ

ンセル表色系の範囲を超えていても、本来の色

彩や質感が十分に活かされるよう工夫すること

で使用することができます。 

 

 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.56 参照 

景観計画 P.56 参照 

一部にアクセント色を取り入れ、親しみあるデ
ザインにする 

自然由来の素材が本来持つ色彩を活かす 
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4-3 開発行為 

表 景観形成基準 

 
※鎌ケ谷市景観計画 P.50,57参照 

 

  

ゾーン 重点 掲載

市街地 暮らし みどり 地区 頁

A-1 現地形を可能な限り生かすよう 努める。 ● ● ● ● 38

A-2 擁壁や法面の規模（ 高さ ･長さ ） を抑えるよう 努める。 ● ● ● ● 38

A-3 擁壁や法面は、 形態の工夫や緑化等により 、 威圧感や圧迫感の
軽減に努める。

● ● ● ● 39

B-1 特に景観上重要な樹木がある場合は、 可能な限り保全し 、 計画
に生かすよう 努める。

● ● ● ● 40

B-2 行為の結果生じた法面等には、 周囲の植生に配慮した緑化を行

い、 調和を図るよう 努める。
● ● ● ● 40

項目 景観形成基準

Ｂ
緑

化

Ａ

形
態

市街地：市街地・にぎわい共有ゾーン 
暮らし：暮らし・やすらぎ共感ゾーン 

みどり：みどり・うるおい共生ゾーン 
重点地区：新鎌ケ谷景観重点地区 
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Ａ 形態 

 

 

A-1 現地形を可能な限り生かすよう努める。 

 

 
 

○大規模な土地の変更や造成によって、周辺の自

然環境や景観の印象が大きく変わってしまうこ

とがあります。 

○開発行為を行う場合は、敷地内や周辺の地形や

樹木などの自然資源はできるだけ本来のすがた

のまま残し、地域固有の景観をつくりだす要素

として生かすよう工夫しましょう。 

 

 

 

 

 

A-2 擁壁や法面の規模（高さ･長さ）を抑えるよう努める。 

 

 
 

○大規模な土地の変更や造成によって、周辺の自

然環境や景観の印象が大きく変わってしまうと

ともに、長大な擁壁や法面が周囲に圧迫感を与

えることがあります。 

○土地の造成を計画する際は、高さや長さ、表面

積をできるだけ抑える、やむを得ず規模が大き

くなる場合は小段を設けるなど、造成前の地形

と印象が大きく変わらないように工夫しましょ

う。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.50,57 参照 

景観計画 P.50,57 参照 

できるだけ元の地形を活かした形態にする 

法面の高さを抑え、元の地形と印象が大きく
変わらないようにする 
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A-3 擁壁や法面は、形態の工夫や緑化等により、威圧感や圧迫感の軽減に努める。 

 

 
 

○大規模な土地の変更や造成によって、周辺の自

然環境や景観の印象が大きく変わってしまうと

ともに、長大な擁壁や法面が周囲に圧迫感を与

えることがあります。 

○擁壁や法面が生じる場合は、緩やかな勾配でな

だらかに仕上げる、表面を緑化するなどの工夫

をして、周囲の地形になじむよう配慮しましょ

う。 

 

 

 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.50,57 参照 

法面の勾配を緩くする、緑化することにより圧
迫感を抑える 
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Ｂ 緑化 

 

 

B-1 特に景観上重要な樹木がある場合は、可能な限り保全し、計画に生かすよう努める。 

 

 
 

○地域に元々残っている地形や樹木などの自然資

源は、地域固有の景観をつくりだす要素であり、

地域に対して一層の魅力や親しみをもたらして

くれます。 

○敷地内や近隣に周辺景観からみて特徴的な樹木

や、地域で親しまれる樹木がある場合は、本来

のすがたのまま保全できるよう工夫した計画と

するとともに、公共空間から眺望できるよう配

慮しましょう。 

 

 

 

B-2 行為の結果生じた法面等には、周囲の植生に配慮した緑化を行い、調和を図るよう

努める。 

 

 
 

○開発行為によって生じた擁壁や法面は、コンク

リートなどの無機質な素材がむき出しになって

いると、周辺の景観との違和感が生じてしまい

ます。 

○構造に配慮しながらも、擁壁の壁面には自然素

材を使用する、壁面を緑化する、前面に植栽帯

を設けるなど、周辺の自然環境や植生となじむ

よう工夫しましょう。 

 

 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.50,57 参照 

景観計画 P.50,57 参照 

特徴ある地形や樹木は、本来のすがたのまま
活かすよう工夫する 

壁面や段差を緑化する、植栽を設けるなど、
周辺の植になじむよう工夫する 
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4-4 木竹の伐採 

表 景観形成基準 

 

※鎌ケ谷市景観計画 P.51,57参照 

  

ゾーン 重点 掲載

市街地 暮らし みどり 地区 頁

A-1 伐採する土地の面積は必要最低限とし 、 周囲の景観への影響が

可能な限り小さ く なるよう 努める。
● ● ● ● 42

A-2 広範囲に広がる樹林地は、 景観上または生物多様性の保全の観

点から、 緑の連続性が途切れないよう 努める。
ー ● ● ー 42

項目 景観形成基準

Ａ

形
態

市街地：市街地・にぎわい共有ゾーン 

暮らし：暮らし・やすらぎ共感ゾーン 
みどり：みどり・うるおい共生ゾーン 
重点地区：新鎌ケ谷景観重点地区 
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Ａ 形態 

 

 

A-1 伐採する土地の面積は必要最低限とし、周囲の景観への影響が可能な限り小さくな

るよう努める。 

 

 
 

○大規模な樹林の伐採は、見慣れた地域の印象を

変えるだけでなく、遠方からの眺望にも影響を

もたらすおそれがあります。 

○伐採を行う場合は、できる限り小さい面積で行

う、公共空間から見えやすい場所は避けるなど

の工夫をし、周囲に影響を与えないよう配慮し

ましょう。 

○また、やむを得ず伐採する場合は、植栽を行う

など長期的な工夫も考えられます。 

 

 

 

A-2 広範囲に広がる樹林地は、景観上または生物多様性の保全の観点から、緑の連続性

が途切れないよう努める。 

 

 
 

○広範囲にわたって樹林地を伐採すると、豊かな

自然景観や動植物の生育環境を分断するおそれ

があります。 

○伐採を行う場合は、できる限り小さい面積に抑

える、広範囲にわたる場合は分割するなどの工

夫をし、地形・緑の連続性や良好な眺望が保た

れるよう配慮しましょう。 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.51,57 参照 

景観計画 P.51 参照 

伐採は周辺に影響を与えない部分で、面積
は小さくする 

緑が分断されないように、植栽や樹木で連続
性をつくる 
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4-5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 

 

表 景観形成基準 

 

※鎌ケ谷市景観計画 P.51,57参照 

  

ゾーン 重点 掲載

市街地 暮らし みどり 地区 頁

Ａ

位

置

・

形

態

A-1 道路等の公共空間から見えにく い位置に堆積させるか、 あるい
は可能な限り後退させるよう 努める。

● ● ● ● 44

B-1 道路等の公共空間から堆積物が容易に見えないよう 敷地外周部
に遮蔽措置を講じるよう 努める。

● ● ● ● 45

B-2 遮蔽物は、 周囲のまちなみや自然景観との調和に配慮したもの
とするよう 努める。

● ● ● ● 45

Ｂ
遮
蔽

項目 景観形成基準

市街地：市街地・にぎわい共有ゾーン 

暮らし：暮らし・やすらぎ共感ゾーン 
みどり：みどり・うるおい共生ゾーン 
重点地区：新鎌ケ谷景観重点地区 
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Ａ 位置・形態 

 

 

A-1 道路等の公共空間から見えにくい位置に堆積させるか、あるいは可能な限り後退さ

せるよう努める。 

 

 
 

○店舗や住宅が建ち並び、山並みなどの豊かな自

然が感じられる住環境の中で、道路などの公共

空間から見える位置に土石の堆積などが行われ

ると、まちなみの魅力が損なわれるおそれがあ

ります。 

○土石の堆積などを行う場合は、公共空間から見

て建築物や工作物によって遮られる位置や離れ

た位置とし、まちなみに影響を与えないよう工

夫しましょう。 

 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.51,57 参照 

堆積物は公共空間側から後退させるか、建
築物などの影に置く 
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Ｂ 遮蔽 

 

 

B-1 道路等の公共空間から堆積物が容易に見えないよう敷地外周部に遮蔽措置を講じ

るよう努める。 

 

 
 

○店舗や住宅が建ち並び、山並みなどの豊かな自

然が感じられる住環境の中で、道路などの公共

空間から見える位置に土石の堆積などが行われ

ると、まちなみの魅力が損なわれるおそれがあ

ります。 

○公共空間から見える位置に堆積などを行う必要

がある場合は、外周部に仮囲いや植栽を設ける

などして、見えにくくするよう工夫しましょう。 

 

 

 
 

 

B-2 遮蔽物は、周囲のまちなみや自然景観との調和に配慮したものとするよう努める。 

 

 
 

○堆積物などを見えにくくするための囲いや植栽

なども、短期間の設置であってもまちなみの一

部となるものです。 

○遮蔽物を設置する場合は、周辺の建築物や堆積

物の量にふさわしい大きさや高さ、自然環境に

なじむ色彩とし、景観を損ねないよう工夫しま

しょう。 

 

 

 

  

景観形成基準 

基準の解説 

景観形成基準 

基準の解説 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

市街地 暮らし みどり 重点地区 

景観計画 P.51,57 参照 

景観計画 P.51,57 参照 

堆積物の周辺には囲いなどを設け、公共空間
から見えにくくする 

囲いなどの遮蔽物は、植栽を設けるなどして
周辺との調和に配慮する 
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参考資料 

鎌ケ谷市景観条例 

目次 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 景観計画（第４条） 

第３章 景観計画区域内における行為の事前協議等

（第５条・第６条） 

第４章 景観計画区域内における行為の届出等（第７

条―第１２条） 

第５章 景観重要建造物等（第１３条―第１６条） 

第６章 景観重点地区（第１７条） 

第７章 景観まちづくり活動（第１８条―第２０条） 

第８章 鎌ケ谷市景観アドバイザー（第２１条） 

第９章 鎌ケ谷市景観審議会（第２２条） 

第１０章 景観整備機構（第２３条） 

第１１章 雑則（第２４条） 

附則 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、景観法（平成１６年法律第１１

０号。以下「法」という。）の規定に基づく景観計画の

策定等について必要な事項を定め、本市における良好

な景観の形成を推進するための施策を講ずることによ

り、魅力あふれるまちづくりに寄与することを目的と

する。 

（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、特

別の定めのある場合を除くほか、法において使用する

用語の例による。 

（責務） 

第３条 本市は、魅力あふれるまちづくりを推進する

ために、良好な景観の形成に関する総合的な施策を策

定し、及びこれを実施するものとする。 

２ 本市は、前項の規定により施策を策定し、及び実

施しようとするときは、市民及び事業者の意見、要望

等が十分に反映されるよう努めるものとする。 

３ 事業者は、自らの事業活動が良好な景観の形成に

及ぼす影響に配慮し、良好な景観の形成に努めるとと

もに、本市が実施する良好な景観の形成に関する施策

に協力するものとする。 

４ 市民は、自らが良好な景観の形成の主体であるこ

とを認識し、良好な景観の形成に努めるとともに、本

市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力す

るものとする。 

 

第２章 景観計画 

（景観計画の策定等） 

第４条 市長は、良好な景観の形成を総合的かつ計画

的に推進するため、法第８条第１項に規定する景観計

画（以下「景観計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市長は、景観計画を変更しようとするときは、第

２２条に規定する鎌ケ谷市景観審議会の意見を聴くも

のとする。 

３ 市長は、景観計画を定めたときは、これを公表し

なければならない。 

４ 前項の規定は、景観計画の変更（規則で定める軽

微な変更を除く。）について準用する。 

 

第３章 景観計画区域内における行為の事前協議等 

（事前協議） 

第５条 法第１６条第１項の規定による届出をしよう

とする者は、あらかじめ当該届出に係る事項について、

市長と協議しなければならない。 

２ 前項の規定による協議をしようとする者は、法第

１６条第１項の規定による届出の３０日前までに規則

で定めるところにより、市長に事前協議書を提出しな

ければならない。 

３ 前２項の規定は、法第１６条第２項の規定による

変更の届出をしようとする者について準用する。 

（助言又は指導） 

第６条 市長は、前条に規定する事前協議書の提出が

あったときは、景観計画に定める良好な景観の形成に

関する方針及び基準に基づき必要な助言又は指導をす

ることができる。 

２ 市長は、前項の規定による助言又は指導を行うた

め、第２１条に規定する鎌ケ谷市景観アドバイザーの

意見を聴くことができる。 

３ 第１項に規定する助言又は指導は、規則で定める

期間内に行うものとする。 

 

第４章 景観計画区域内における行為の届出等 

（行為の届出） 

第７条 景観計画区域内において、法第１６条第１項

又は第２項の規定による届出をしようとする者は、規

則で定めるところにより、市長に届け出なければなら

ない。 

２ 法第１６条第１項第４号に掲げる良好な景観の形

成に支障を及ぼすおそれのある行為として条例で定め

る行為は、次に掲げるとおりとする。 
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（１） 木竹の伐採 

（２） 屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理

及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）

第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。）、

再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律

（平成３年法律第４８号）第２条第４項に規定する

再生資源をいう。以下同じ。）その他の物件の堆積 

（届出を要しない行為） 

第８条 法第１６条第７項第１１号に掲げる条例で定

める行為は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第８条第１項の規定により定められた用途地域等の区

分に応じ、別表第１に掲げる行為以外の行為とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１７条第１項に規定

する景観重点地区における法第１６条第７項第１１号

に掲げる条例で定める行為は、別表第２に掲げる行為

以外の行為（建築物の建築等及び工作物の建設等を除

く。）とする。 

（特定届出対象行為） 

第９条 法第１７条第１項に規定する特定届出対象行

為は、法第１６条第１項第１号及び第２号の届出を要

する行為とする。 

（行為の完了等の届出） 

第１０条 法第１６条第１項又は第２項の規定による

届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は

中止したときは、規則で定めるところにより、速やか

に、市長に届け出なければならない。 

（勧告及び命令の手続） 

第１１条 市長は、法第１６条第３項の規定による勧

告又は法第１７条第１項若しくは第５項の規定による

命令を行おうとするときは、緊急を要する場合を除き、

第２２条に規定する鎌ケ谷市景観審議会の意見を聴く

ものとする。 

（公表） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者

について、その者の氏名及び住所（法人にあっては、

名称、所在地及び代表者の氏名）、虚偽の届出をした事

実並びに勧告の内容及びそれに従わない事実又は命令

の内容及び違反の事実を公表することができる。 

（１） 法第１６条第１項又は第２項の規定による

届出をするに当たり虚偽の届出をした者 

（２） 法第１６条第３項の規定による勧告に従わ

ない者 

（３） 法第１７条第１項又は第５項の規定による

命令に従わない者 

２ 市長は、前項の規定により公表しようとするとき

は、鎌ケ谷市行政手続条例（平成９年鎌ケ谷市条例第

１号）に基づく弁明の機会の付与の例により、弁明の

機会を付与するとともに、第２２条に規定する鎌ケ谷

市景観審議会の意見を聴くものとする。 

 

第５章 景観重要建造物等 

（指定の手続き） 

第１３条 市長は、法第１９条第１項又は法第２８条

第１項の規定により景観重要建造物又は景観重要樹木

（以下「景観重要建造物等」という。）の指定をしよう

とするときは、あらかじめ、所有者の同意を得るとと

もに、第２２条に規定する鎌ケ谷市景観審議会の意見

を聴かなければならない。 

２ 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、所

有者に通知し、その旨を告示しなければならない。 

３ 前項の規定は、景観重要建造物等の指定の解除に

ついて準用する。 

４ 市長は、景観重要建造物等を指定したときは、規

則で定めるところにより、標識を設置するものとする。 

（滅失等の届出） 

第１４条 景観重要建造物等の所有者は、当該景観重

要建造物等の全部若しくは一部が滅失し、若しくは毀

損し、又は枯死したときは、速やかに市長に届け出な

ければならない。 

（所有者の変更の届出） 

第１５条 景観重要建造物等の所有者の変更があった

ときは、新たな所有者となった者は、遅滞なくその旨

を市長に届け出なければならない。 

（管理方法の基準） 

第１６条 法第２５条第２項の規定による景観重要建

造物の管理の方法の基準は、次のとおりとする。 

（１） 景観重要建造物の修繕は、原則として当該

修繕前の外観を変更することがないようにするこ

と。 

（２） 消火栓及び消火器の設置その他の防災上の

措置を講ずること。 

（３） 景観重要建造物の敷地、構造及び建築設備

の状況を定期的に点検し、規則で定めるところによ

り、その結果を市長に報告すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める方法によること。 

２ 法第３３条第２項の規定による景観重要樹木の管

理の方法の基準は、次のとおりとする。 

（１） 良好な景観の保全のため、枝打ち、せん定

その他必要な管理を講ずること。 

（２） 病害虫を駆除するための措置を講ずること。 

（３） 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、

景観重要樹木を定期的に点検し、規則で定めるとこ

ろにより、その結果を市長に報告すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める方法によること。 

 

第６章 景観重点地区 

（景観重点地区の指定） 

第１７条 市長は、景観計画区域内のうち、特に良好
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な景観の形成を積極的に取り組む地区を景観重点地区

として指定することができる。この場合において、市

長は、景観重点地区における良好な景観の形成に関す

る方針及び良好な景観の形成のための行為の制限に関

する事項を景観計画に定めるものとする。 

２ 市長は、景観重点地区を指定しようとするときは、

当該地区の関係者と協議するとともに、第２２条に規

定する鎌ケ谷市景観審議会の意見を聴かなければなら

ない。 

３ 市長は、景観重点地区を指定したときは、その旨

を告示しなければならない。 

４ 前２項の規定は、景観重点地区の指定の変更及び

解除について準用する。 

 

第７章 景観まちづくり活動 

（景観まちづくり活動団体の認定） 

第１８条 市長は、法第１１条第２項の規定により、

良好な景観の形成の推進を目的に活動する団体で、規

則に定める要件に該当するものを鎌ケ谷市景観まちづ

くり活動団体（以下「景観まちづくり活動団体」とい

う。）として認定することができる。 

２ 景観まちづくり活動団体の認定を受けようとする

団体は、規則で定めるところにより、市長に認定の申

請をしなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定により認定した団体が規則

で定める要件に該当しなくなったとき又は景観まちづ

くり活動団体として適当でなくなったと認めるときは、

規則で定めるところによりその認定を取り消すことが

できる。 

（表彰） 

第１９条 市長は、本市の良好な景観の形成に寄与し

ていると認められる建築物、工作物等の所有者等を表

彰することができる。 

２ 市長は、前項に定めるもののほか、本市の良好な

景観の形成に著しく寄与したと認める活動を行った個

人又は団体を表彰することができる。 

３ 市長は、前２項の規定による表彰をしようとする

ときは、第２２条に規定する鎌ケ谷市景観審議会の意

見を聴くものとする。 

（支援） 

第２０条 市長は、本市の良好な景観の形成に資する

活動を行う団体に対し、必要な支援をすることができ

る。 

２ 市長は、景観重要建造物等の保全のために必要が

あると認めるときは、当該景観重要建造物等の所有者

等に対して、必要な支援をすることができる。 

 

第８章 鎌ケ谷市景観アドバイザー 

（景観アドバイザー） 

第２１条 本市の良好な景観の形成を推進するために

必要な情報を収集し、又は専門的な助言を聴くため、

本市に鎌ケ谷市景観アドバイザー（以下「景観アドバ

イザー」という。）を置くことができる。 

２ 前項に定めるもののほか、景観アドバイザーに関

し必要な事項は、規則で定める。 

 

第９章 鎌ケ谷市景観審議会 

（景観審議会） 

第２２条 良好な景観の形成に関する重要な事項を調

査審議するため、本市に鎌ケ谷市景観審議会（以下「景

観審議会」という。）を置く。 

２ 景観審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事

項について調査審議する。 

（１） 法第８条第１項に規定する景観計画の変更

に関すること。 

（２） 法第１６条第３項の規定による勧告に関す

ること。 

（３） 法第１７条第１項又は第５項の規定による

命令に関すること。 

（４） 法第１９条第１項の規定による景観重要建

造物の指定等又は法第２８条第１項の規定による

景観重要樹木の指定等に関すること。 

（５） 法第９２条第１項の規定による景観整備機

構の指定等に関すること。 

（６） 第１２条の規定による公表に関すること。 

（７） 第１７条の規定による景観重点地区の指定

等に関すること。 

（８） 第１９条の規定による表彰に関すること。 

（９） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と

認めること。 

３ 景観審議会は、委員１０人以内をもって組織する。 

４ 景観審議会の委員（以下「委員」という。）の任期

は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた

場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 学識経験を有する者 

（２） 関係団体の代表者 

（３） 市民 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める者 

６ 前各項に定めるもののほか、景観審議会の組織及

び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第１０章 景観整備機構 

（景観整備機構の指定等の手続） 

第２３条 市長は、法第９２条第１項の規定により景

観整備機構の指定をしようとするときは、あらかじめ、

景観審議会の意見を聴くものとする。 

２ 前項の規定は、法第９５条第３項の規定による景

観整備機構の指定の取消しについて準用する。 
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第１１章 雑則 

（委任） 

第２４条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３章及び第４章の規定は、平成２７年９月１日

以後に着手する行為のうち、法第１６条第１項及び第

２項の規定による届出を要する行為について適用する。 

（鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和３１年鎌ケ谷市条例第９

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１都市計画審議会委員の項の次に次のように加

える。 

景観審議会委員 日額   ６，８００円 

 

別表第１（第８条関係） 

行為 用途地域等 規模 

建築物の新

築、改築又は

移転 

第一種低層住居専用地域 建築面積が２００平方メートルを超えるもの 

第一種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居

地域、準住居地域、近隣商業

地域、商業地域及び準工業地

域 

１ 地盤面からの高さが１３メートルを超えるもの 

２ 建築面積が３００平方メートルを超えるもの 

市街化調整区域 １ 地盤面からの高さが１０メートルを超えるもの 

２ 建築面積が２００平方メートルを超えるもの 

建築物の増築 第一種低層住居専用地域 増築後の建築面積が２００平方メートルを超え、かつ、増築部分

の建築面積が１００平方メートルを超えるもの 

第一種中高層住居専用地域、第

一種住居地域、第二種住居地

域、準住居地域、近隣商業地域、

商業地域及び準工業地域 

１ 増築後の地盤面からの高さが１３メートルを超えるもの 

２ 増築後の建築面積が３００平方メートルを超え、かつ、増築

部分の建築面積が１５０平方メートルを超えるもの 

市街化調整区域 １ 増築後の地盤面からの高さが１０メートルを超えるもの 

２ 増築後の建築面積が２００平方メートルを超え、かつ、増築

部分の建築面積が１００平方メートルを超えるもの 

建築物の外観

を変更するこ

ととなる修繕

若しくは模様

替又は色彩の

変更 

第一種低層住居専用地域 建築面積が２００平方メートルを超え、かつ、見付面積（建築物

の各面を正面から見たときに見える面積をいう。以下同じ。）の２

分の１（色彩の変更を伴う場合にあっては、見付面積の２０分の

１）を超えて変更するもの 

第一種中高層住居専用地域、第

一種住居地域、第二種住居地

域、準住居地域及び準工業地域 

地盤面からの高さが１３メートル又は建築面積が３００平方メ

ートルを超え、かつ、見付面積の２分の１（色彩の変更を伴う場

合にあっては、見付面積の２０分の１）を超えて変更するもの 

近隣商業地域及び商業地域 地盤面からの高さが１３メートル又は建築面積が３００平方メ

ートルを超え、かつ、見付面積の２分の１（色彩の変更を伴う場

合にあっては、見付面積の１０分の１）を超えて変更するもの 

市街化調整区域 地盤面からの高さが１０メートル又は建築面積が２００平方メ

ートルを超え、かつ、見付面積の２分の１（色彩の変更を伴う場

合にあっては、見付面積の２０分の１）を超えて変更するもの 
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工作物の新

設、改築又は

移転 

第一種低層住居専用地域 

 

１ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する

もので、地盤面からの高さが 

１５メートルを超えるもの 

２ 擁壁その他これに類するもので、地盤面からの高さが２メー

トルを超えるもの 

３ 高架鉄道、こ線橋その他これらに類するもので、地盤面から

の高さが５メートルを超えるもの 

４ 前３項に掲げるもの以外のもので、築造面積が２００平方メ

ートルを超えるもの 

第一種中高層住居専用地域、第

一種住居地域、第二種住居地

域、準住居地域、近隣商業地域、

商業地域及び準工業地域 

１ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する

もので、地盤面からの高さが 

１５メートルを超えるもの 

２ 擁壁その他これに類するもので、地盤面からの高さが２メー

トルを超えるもの 

３ 高架鉄道、こ線橋その他これらに類するもので、地盤面から

の高さが５メートルを超えるもの 

４ 前３項に掲げるもの以外のもので、次に掲げるもの 

（１） 地盤面からの高さが 

１３メートルを超えるもの 

（２） 建築物と一体となって設置されるものであって、工作物

自体の高さが５メートルを超え、かつ、当該工作物の上端までの

地盤面からの高さが１３メートルを超えるもの 

（３） 築造面積が３００平方メートルを超えるもの 

市街化調整区域 １ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類する

もので、地盤面からの高さが 

１５メートルを超えるもの 

２ 擁壁その他これに類するもので、地盤面からの高さが２メー

トルを超えるもの 

３ 高架鉄道、こ線橋その他これらに類するもので、地盤面から

の高さが５メートルを超えるもの 

４ 前３項に掲げるもの以外のもので、次に掲げるもの 

（１） 地盤面からの高さが 

１０メートルを超えるもの 

（２） 建築物と一体となって設置されるものであって、工作物

自体の高さが５メートルを超え、かつ、当該工作物の上端までの

地盤面からの高さが１０メートルを超えるもの 

（３） 築造面積が２００平方メートルを超えるもの 

工作物の増築 第一種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域、準

住居地域、近隣商業地域、商業

地域及び準工業地域並びに市

街化調整区域 

増築後の規模が、この表の工作物の新設、改築又は移転の部に定

める規模である工作物 

 

工作物の外観

を変更するこ

ととなる修繕

若しくは模様

替又は色彩の

変更 

第一種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域、準

住居地域、近隣商業地域、商業

地域及び準工業地域並びに市

街化調整区域 

この表の工作物の新設、改築又は移転の部に定める規模である工

作物であって、見付面積の２分の１（色彩の変更を伴う場合にあ

っては、見付面積の２０分の１）を超えて変更するもの 

開発行為 第一種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域、準

住居地域、近隣商業地域、商業

地域及び準工業地域並びに市

街化調整区域 

都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為で、その開発区域

の面積が５００平方メートル以上のもの 
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木竹の伐採 第一種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域、準

住居地域、近隣商業地域、商業

地域及び準工業地域並びに市

街化調整区域 

伐採面積が５００平方メートル以上のもの 

屋外における

土石、廃棄物、

再生資源その

他の物件の堆

積 

第一種低層住居専用地域、第一

種中高層住居専用地域、第一種

住居地域、第二種住居地域、準

住居地域、近隣商業地域、商業

地域及び準工業地域並びに市

街化調整区域 

次の各号のいずれかに該当し、かつ、６０日以上継続して堆積す

るもの 

（１） 堆積面積が５００平方メートル以上のもの 

（２） 堆積の高さが５メートル以上のもの 

 

別表第２（第８条関係） 

行為 規模 

開発行為 都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為で、その開発区域の面積が５０

０平方メートル以上のもの 

木竹の伐採 伐採面積が５００平方メートル以上のもの 

屋外における土石、廃棄物、再

生資源その他の物件の堆積 

次の各号のいずれかに該当し、かつ、６０日以上継続して堆積するもの 

（１） 堆積面積が５００平方メートル以上のもの 

（２） 堆積の高さが５メートル以上のもの 
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鎌ケ谷市景観条例施行規則 

目次 

第１章 総則（第１条） 

第２章 景観計画（第２条） 

第３章 景観計画区域内における行為の事前協議等

（第３条・第４条） 

第４章 景観計画区域内における行為の届出等（第５

条―第１１条） 

第５章 景観重要建造物等（第１２条―第１９条） 

第６章 景観まちづくり活動（第２０条―第２３条）） 

第７章 鎌ケ谷市景観アドバイザー（第２４条） 

第８章 鎌ケ谷市景観審議会（第２５条） 

第９章 景観整備機構（第２６条―第２９条） 

第１０章 雑則（第３０条・第３１条） 

附則 

 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、景観法（平成１６年法律第１１

０号。以下「法」という。）及び鎌ケ谷市景観条例（平

成２６年鎌ケ谷市条例第２６号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第２章 景観計画 

（景観計画の変更に係る軽微な変更） 

第２条 条例第４条第４項の規則で定める軽微な変更

は、次に掲げる変更以外の変更とする。 

（１） 法第８条第２項第１号から第３号までに掲

げる事項の変更 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要

と認める事項の変更 

 

第３章 景観計画区域内における行為の事前協議等 

（事前協議書及び添付図書） 

第３条 条例第５条第２項の事前協議書は、鎌ケ谷市

景観計画区域内行為事前協議書（別記第１号様式）と

する。 

２ 条例第５条第２項の事前協議書の提出は、鎌ケ谷

市景観計画区域内行為事前協議書に別表に掲げる図書

その他市長が必要と認める書類を添付しなければなら

ない。 

３ 市長は、前項に規定する図書の添付の必要がない

と認めるときは、これを省略させることができる。 

（助言又は指導） 

第４条 条例第６条第１項の規定による助言又は指導

は、鎌ケ谷市景観計画区域内における行為に対する助

言・指導書（別記第２号様式）によるものとする。 

２ 条例第６条第３項の規則で定める期間は、法第１

６条第１項又は第２項の規定による届出のあった日の

翌日から起算して１５日以内とする。 

 

第４章 景観計画区域内における行為の届出等 

（行為の届出） 

第５条 法第１６条第１項の規定による届出は、鎌ケ

谷市景観計画区域内行為届出書（別記第３号様式）に

より行うものとする。 

２ 法第１６条第２項の規定による届出は、鎌ケ谷市

景観計画区域内行為変更届出書（別記第４号様式）に

より行うものとする。 

３ 前２項の届出は、届出の対象となる行為に着手す

る日の３０日前までに行わなければならない。ただし、

届出の対象となる行為が、都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）第２９条第１項若しくは第２項の規定

による開発行為の許可の申請又は建築基準法（昭和２

５年法律第２０１号）第６条第１項の規定による確認

の申請を必要とするときは、当該申請を行う日の３０

日前までに行わなければならない。 

（国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知） 

第６条 法第１６条第５項の規定による通知は、鎌ケ

谷市景観計画区域内行為通知書（別記第５号様式）に

より行うものとする。 

（行為の完了等の届出） 

第７条 条例第１０条の規定による届出は、鎌ケ谷市

景観計画区域内行為完了（中止）届出書（別記第６号

様式）により行うものとする。 

（勧告） 

第８条 法１６条第３項の規定による勧告は、勧告書

（別記第７号様式）により行うものとする。 

（変更命令及び原状回復等命令） 

第９条 法第１７条第１項の規定による命令は、変更

命令書（別記第８号様式）により行うものとする。 

２ 法第１７条第５項の規定による命令は、原状回復

等命令書（別記第９号様式）により行うものとする。 

（期間の延長） 

第１０条 法第１７条第４項の規定による通知は、期

間延長通知書（別記第１０号様式）により行うものと

する。 

（身分証明書） 

第１１条 法第１７条第８項及び法第２３条第３項に

規定する身分を示す証明書は、身分証明書（別記第１

１号様式）とする。 

 

第５章 景観重要建造物等 
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（所有者の同意） 

第１２条 条例第１３条第１項に規定する所有者の同

意は、鎌ケ谷市景観重要構造物等指定同意書（別記第

１２号様式）によるものとする。 

（指定の通知） 

第１３条 法第２１条第１項及び法第３０条第１項の

規定による通知は、鎌ケ谷市景観重要建造物等指定通

知書（別記第１３号様式）により行うものとする。 

（標識の設置） 

第１４条 条例第１３条第４項に規定する標識（以下

「標識」という。）は、次に掲げる事項を記載するもの

とする。 

（１） 指定番号及び指定の年月日 

（２） 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の

樹種 

２ 標識は、景観重要建造物又は景観重要樹木の良好

な景観を損なわない意匠とするとともに、容易に確認

できる位置に設置するものとする。 

（滅失等の届出） 

第１５条 条例第１４条に規定する滅失等の届出は、

鎌ケ谷市景観重要建造物等滅失等届出書（別記第１４

号様式）により行うものとする。 

（所有者の変更の届出） 

第１６条 条例第１５条に規定する所有者の変更の届

出は、鎌ケ谷市景観重要建造物等所有者変更届出書（別

記第１５号様式）により行うものとする。 

（定期点検の報告） 

第１７条 条例第１６条第１項第３号及び条例第１６

号第２項第３号の規定による点検は、鎌ケ谷市景観重

要建造物等状況点検結果報告書（別記第 

１６号様式）により、年１回以上行わなければならな

い。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りで

ない。 

（現状変更の許可） 

第１８条 法第２２条第１項又は法第３１条第１項の

許可を受けようとする者は、鎌ケ谷市景観重要建造物

等現状変更許可申請書（別記第１７号様式）により、

市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、法第２２条第１項又は法第３１条第１項

の許可をしたときは、鎌ケ谷市景観重要建造物等現状

変更許可書（別記第１８号様式）により前項の申請を

した者に通知するものとする。 

３ 市長は、法第２２条第１項又は法第３１条第１項

の許可をしないこととしたときは、鎌ケ谷市景観重要

建造物等現状変更不許可通知書（別記第１９号様式）

により第１項の申請をした者に通知するものとする。 

（指定の解除） 

第１９条 法第２７条第３項において準用する法第２

１条第１項の規定による通知及び法第３５条第３項に

おいて準用する法第３０条第１項の規定による通知は、

鎌ケ谷市景観重要建造物等指定解除通知書（別記第２

０号様式）により行うものとする。 

 

第６章 景観まちづくり活動 

（認定の申請） 

第２０条 条例第１８条第１項の規則に定める要件は、

次に掲げるものとする。 

（１） 活動内容が、景観形成基本計画に基づく良

好な景観の形成の推進に資することが期待できる

こと。 

（２） 規約、会則等を有していること。 

（３） 法令及び条例に違反する活動を行っていな

いこと。 

（４） 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する

活動を行っていないこと。 

（５） 宗教的活動又は政治的活動を行っていない

こと。 

（６） 専ら営利を目的とした活動を行っていない

こと。 

２ 条例第１８条第２項の規定による認定の申請は、

鎌ケ谷市景観まちづくり活動団体認定申請書（別記第

２１号様式）に次に掲げる書類を添付して提出するも

のとする。 

（１） 規約、会則等 

（２） 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載し

た書類 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が指定し

た書類 

（認定の通知） 

第２１条 市長は、条例第１８条第２項の規定による

景観まちづくり活動団体の認定の申請があったときは、

速やかにその適否を決定し、鎌ケ谷市景観まちづくり

活動団体認定通知書（別記第２２号様式）又は鎌ケ谷

市景観まちづくり活動団体不認定通知書（別記第２３

号様式）により当該申請をした団体の代表者に通知す

るものとする。 

（変更の届出） 

第２２条 景観まちづくり活動団体の代表者、規約そ

の他の事項について変更があったときは、速やかに鎌

ケ谷市景観まちづくり活動団体変更届出書（別記第２

４号様式）により市長に届け出なければならない。 

（認定の取消し） 

第２３条 市長は、景観まちづくり活動団体が第２０

条第１項各号に掲げる要件のいずれかを欠くと認める

ときは、その認定を取り消すことができる。 

２ 市長は、前項の規定により景観まちづくり活動団

体の認定を取り消したときは、鎌ケ谷市景観まちづく

り活動団体認定取消通知書（別記第２５号様式）によ

り当該景観まちづくり活動団体の代表者に通知するも

のとする。 
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第７章 鎌ケ谷市景観アドバイザー 

（景観アドバイザー） 

第２４条 条例第２１条第１項に規定する鎌ケ谷市景

観アドバイザー（以下「景観アドバイザー」という。）

は、都市計画、建築、造園、土木、造形又は色彩に関

して専門的知識又は経験を有する者のうちから市長が

委嘱する。 

２ 景観アドバイザーの任期は、２年とし、再任を妨

げない。 

３ 景観アドバイザーは、次に掲げる事項に関し、技

術的及び専門的な助言等を行うものとする。 

（１） 条例第５条に規定する事前協議に関するこ

と。 

（２） 条例第６条に規定する助言又は指導に関す

ること。 

（３） 景観施策の推進に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要が

あると認める事項に関すること。 

４ 景観アドバイザーは、職務上知り得た情報及び内

容を他に漏らしてはならない。 

 

第８章 鎌ケ谷市景観審議会 

（景観審議会） 

第２５条 条例第２２条に規定する鎌ケ谷市景観審議

会（以下「景観審議会」という。）に、会長及び副会長

を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 景観審議会の会議（以下「会議」という。）は、会

長が招集し、会長がその議長となる。 

６ 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを

開くことはできない。 

７ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可

否同数のときは議長の決するところによる。 

８ 景観審議会は、特に必要があると認めるときは、

会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴

くことができる。 

９ 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が会議

を公開しないことが適当であると認めるときは、この

限りでない。 

１０ 第１項から前項までに定めるもののほか、審議

会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って

定める。 

１１ 審議会の庶務は、景観主管課において処理する。 

 

第９章 景観整備機構 

（景観整備機構の指定の申請） 

第２６条 法第９２条第１項の規定による申請は、鎌

ケ谷市景観整備機構指定申請書（別記第２６号様式）

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 法第９３条に規定する業務（以下「業務」

という。）に関する計画書 

（２） 定款又はこれに類するもの 

（３） 登記事項証明書 

（４） 法人の組織及び沿革を記載した書類 

（５） 事業計画書 

（６） 収支予算書 

（７） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と

認める書類 

（景観整備機構の指定等） 

第２７条 法第９２条第１項に規定する業務を適正か

つ確実に行うことができると認められるものとは、次

の各号のいずれにも適合するものとする。 

（１） 法第９２条第１項の規定による指定をしたと

した場合、当該指定の日以後の予定業務の内容が本市

の景観行政の推進に資すると市長が認めること。 

（２） 法第９３条に規定する業務を的確かつ円滑に

行うために必要な業務執行体制及び経済的基礎を有す

ると市長が認めること。 

２ 市長は、法第９２条第１項の規定により景観整備

機構として指定したときは鎌ケ谷市景観整備機構指定

通知書（別記第２７号様式）により、指定しなかった

ときは鎌ケ谷市景観整備機構不指定通知書（別記第２

８号様式）により同項の規定による申請をした者に通

知するものとする。 

（景観整備機構の変更の届出等） 

第２８条 法第９２条第３項の規定による届出は、鎌

ケ谷市景観整備機構名称等変更届出書（別記第２９号

様式）によるものとする。 

２ 景観整備機構は、鎌ケ谷市景観整備機構指定申請

書に記載した業務の内容を変更しようとするときは、

あらかじめ、その旨を鎌ケ谷市景観整備機構業務内容

変更届出書（別記第３０号様式）に第２６条各号に掲

げる書類（変更後の業務に係るものに限る。）を添えて、

市長に届け出なければならない。 

３ 景観整備機構は、その指定を辞退しようとすると

きは、あらかじめ、その旨を鎌ケ谷市景観整備機構指

定辞退届出書（別記第３１号様式）により市長に届け

出なければならない。 

（事業の報告） 

第２９条 景観整備機構は、法第９５条第１項の規定

により、毎事業年度の事業開始前に事業計画書及び事

業活動収支予算書を、毎事業年度の事業終了後速やか

に事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出し、

業務に関する報告をしなければならない。 
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第１０章 雑則 

（公表の方法） 

第３０条 条例第１２条の規定による公表は、鎌ケ谷

市公告式条例（昭和 

２５年鎌ケ谷市条例第１３号）第３条に規定する掲示

場への掲示、広報かまがや及び本市のホームページへ

の掲載その他の方法により行うものとする。 

（委任） 

第３１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成２７年７月１日から施行する。 

 

別表（第３条関係） 

行為 
図書 

種類 明示すべき事項等 

建築物の建築等

及び工作物の建

設等 

付近見取図（縮尺が２，

５００分の１以上のもの

とする。） 

敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示するもの 

 配置図（縮尺が１００分

の１以上のものとする。） 

１ 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法並びに敷地境界線 

２ 行為の対象となる建築物又は工作物の位置 

３行為の対象となる建築物又は工作物の敷地及び隣接する建築

物又は工作物の敷地に接する道路の位置及び幅員 

４ 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 

３ 擁壁、垣、柵、塀、ごみ置場等の位置、長さ、高さ、材料

及びマンセル値表示による色彩 

４ 照明の位置及び個数 

平面図（縮尺が１００分

の１以上のものとする。） 

縮尺、方位、間取り及び用途 

立面図（縮尺が５０分の

１以上のものとする。） 

１ 縮尺 

２ 主要部材の材料の種別及び仕上げの方法 

３ ４面以上のマンセル値表示による色彩（外構の立面図を含

む。） 

現況写真（２方向以上の

カラー写真とする。） 

敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの 

その他 市長が必要と認める図書 

開発行為 位置図（縮尺が２，５０

０分の１以上のものとす

る。） 

開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示す

るもの 

現況図（縮尺が２，５０

０分の１以上のものとす

る。） 

１ 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）に規

定する図面に準じて作成すること 

２ 植栽計画がある場合は、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及

び本数 

３ 外構施設がある場合は、土地利用計画図に垣、柵、塀、ご

み置場等の位置、長さ、高さ、材料及びマンセル値表示による

色彩（擁壁の高さ、長さ、材料及びマンセル値表示による色彩

は、造成計画平面図及び造成計画断面図に記載すること。） 

４ 照明の位置及び個数 

土地利用計画図（縮尺が

１，０００分の１以上の

ものとする。） 

造成計画平面図（縮尺が

１，０００分の１以上の

ものとする。） 

造成計画断面図（縮尺が

１，０００分の１以上の

ものとする。） 

立面図（縮尺が５０分の

１以上のものとする。） 

１ 縮尺 

２ 主要部材の材料の種別及び仕上げの方法 

３ ４面以上のマンセル値表示による色彩（外構の立面図を含

む。） 

現況写真（２方向以上の

カラー写真とする。） 

敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの 
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その他 市長が必要と認める図書 

木竹の伐採 付近見取図（縮尺が 

２，５００分の１以上の

ものとする。） 

木竹の伐採を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示

するもの 

配置図（縮尺が１００分

の１以上のものとする。） 

縮尺、伐採する木竹の位置、樹種、樹高及び本数 

現況写真（２方向以上の

カラー写真とする。） 

敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの 

その他 ・市長が必要と認める図書 

屋外における土

石、廃棄物、再

生資源その他の

物件の堆積 

付近見取図（縮尺が 

２，５００分の１以上の

ものとする。） 

物件の堆積を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示

するもの 

配置図（縮尺が１００分

の１以上のものとする。） 

１ 縮尺 

２ 方位、敷地の形状及び寸法 

３ 物件の堆積を行う位置 

４ 修景の方法（遮へい物の位置、種類、構造、マンセル値表

示による色彩及び規模又は植栽樹木等の位置、樹種、樹高、本

数等） 

５ 敷地に接する道路の位置及び幅員 

６ 隣接地との高低差 

現況写真（２方向以上の

カラー写真とする。） 

敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの 

その他 市長が必要と認める図書 
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